
 

議案第３０号 

 

 

   調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一   

   部を改正する条例 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  平成２７年 ２ 月２７日 

 

 

               提出者 調布市長 長 友 貴 樹    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 適用区域として国領町８丁目周辺地区整備計画区域を加えるとともに当該

区域内における建築物の制限について定めるほか，所要の改正を行うため，

提案するものであります。 

 

 



 

調布市条例第   号 

 

 

   調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一   

   部を改正する条例 

 

 

 調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成９年調

布市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 第４条第２項を次のように改め，同条第３項及び第４項を削る。 

２ 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には，法の

定めるところにより建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建

築物の延べ面積に算入されない部分の床面積は，算入しない。 

 別表第１に次のように加える。 

12 平成26年調布市告示第 529号に定める調布都市計画国領町８丁目周辺地区地区計画の区域のうち，地区整

備計画が定められた区域（以下次表において「国領町８丁目周辺地区整備計画区域」という。） 

別表第２に次の１表を加える。 

12 国領町８丁目周辺地区整備計画区域 

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ 

計画

地区

の区

分 

建築物の用途の

制限 

建築物の容

積率の最高

限度 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

壁面の位置の

制限 

建築物

の高さ

の最高

限度 

建築物

の高さ

の最低

限度 

建築物

の形態

又は意

匠の制

限 

垣又は

柵の構

造の制

限 

商業 

・業

務地

区 

建築してはなら

ない建築物 

１ 地上１階の 

部分を住宅， 

共同住宅，寄 

宿舎又は下宿 

の用途に供す 

る建築物（居 

住の用に供す 

る玄関，階段 

等はこの限り 

でない。） 

２ 工場（自家 

販売のために 

食品製造業を 

営むものを除 

く。） 

10分の30。 

ただし，主 

たる用途と

して住宅，

共同住宅，

寄宿舎又は

下宿の用途

に供する建

築物につい

ては，10分

の20とす

る。 

―― 5,000

平方メ

ートル 

建築物の外壁

又はこれに代

わる柱等の位

置 

１ 国領町８

丁目周辺地

区地区計画

計画図３

（以下「国

領町計画図

３」とい

う。）に表 

 示する１号

壁面は，道

路境界線か

ら 2.5メー

トル以上 

建築物

の各部

分の高

さ（地

盤面か

らの高

さによ

る。）

は，当

該部分

から前

面道路

の反対

側の境

界線又

は隣地

境界線

―― ―― ―― 



 

 ３ 自動車修理

工場 

４ 危険物の貯 

蔵又は処理に 

供するもの 

５ ボーリング 

場，スケート 

場，水泳場そ 

の他これらに 

類する運動施 

設 

６ マージャン 

屋，ぱちんこ 

屋，射的場， 

勝馬投票券発 

売所，場外車 

券売場その他 

これらに類す 

るもの 

７ カラオケボ 

ックスその他 

これに類する 

もの 

８ ホテル，旅 

館その他これ 

らに類するも 

の 

９ 倉庫業を営 

む倉庫 

10 風営法第２ 

条第１項第７ 

号又は第６項 

各号のいずれ 

かに該当する 

営業の用に供 

する建築物 

   ２ 国領町計

画図３に表 

示する２号 

壁面は，道 

路境界線か 

ら３メート 

ル以上 

３ 国領町計 

画図３に表 

示する３号 

壁面は，道 

路境界線か 

ら５メート 

ル以上 

までの

真北方

向の水

平距離

が８メ

ートル

以内の

範囲に

あって

は当該

水平距

離の

1.25倍

に５メ

ートル

を加え

たもの

以下と

し，真

北方向

の水平

距離が

８メー

トルを

超える

範囲に

あって

は当該

水平距

離から

８メー

トルを

減じた

ものの

0.6 倍 

に15メ

ートル

を加え

たもの

と31メ

ートル

とのい

ずれか

低い高

さ以下

とす

る。 

   

 

 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 


